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令和８年第１回区議会定例会提出予定議案 

 

条例議案 

 

 １ 品川区公告式条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  条例および規則の公布方法等を見直す。  
   施行期日  公布の日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 品川区行政手続条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  行政手続法が改正されたことに伴い、聴聞の実施等

に係る通知の公示の方法を見直す必要がある。 

   施行期日  令和８年５月２１日 
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 ３ 品川区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正

する条例 

 

   概  要  地方自治法等が改正されたことに伴い、規定を整備

する。 

   施行期日  令和８年９月２４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 品川区職員等のハラスメントの防止等に関する条例 

 

   概  要  職員等に対するハラスメントの防止等を図るため、

必要な事項を定める。 

    〔規定する主な事項〕 

     ⑴ 区長等、職員および管理監督者の責務 

     ⑵ ハラスメントの防止等のための措置 

     ⑶ ハラスメントに係る苦情相談を申し出た職員等への対応 

     ⑷ 品川区ハラスメント問題調査委員会等の設置 

   そ の 他  付則において、「品川区附属機関の構成員の報酬およ

び費用弁償に関する条例」の一部を改正する。 

   施行期日  令和８年７月１日 
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 ５ 品川区職員定数条例の一部を改正する条例 

 

   概  要  児童相談所の体制整備および行財政の見直しに伴い、

職員の定数上の措置を行うほか、規定を整備する。 

    〔現 行〕 ２，７０３人 

    〔改正後〕 ２，７５２人 

         （令和９年３月３１日までは、１２０人を限度とし

て定数外とする。） 

   施行期日  令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条

例 

 

   概   要  「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に

関する法律」に基づき職員を派遣することができる団

体を追加する。 

    〔追加する団体〕 地方税共同機構 

   施行期日  令和８年４月１日 
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 ７ 非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例 

 

   概  要  非常勤職員に係る報酬の上限額を見直す。 

   施行期日  令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

概  要  特別区人事委員会勧告等を踏まえ、条例の一部を改

正する。 

     ⑴ 一般事務、栄養士、保健師等の管理職に係る給料

表を改める。 

⑵ 一般事務等の部長級の職員について、標準の昇給

号給数を零号給に見直す。 

⑶ 管理職員特別勤務手当の支給対象時間等を見直す。 

⑷ 技能・業務系職員に係る給料表を改める。 

そ の 他  付則において、「職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例」の一部改正を行う。 

   施行期日  令和８年４月１日 
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９ 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

   概   要  「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関

する特別措置法等の一部を改正する法律」が施行され、

主務教諭の職が創設されることに伴い、関係条例の規

定を整備する。 

    〔改正する条例〕 

     ⑴ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

     ⑵ 学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

     ⑶ 学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 

     ⑷ 学校教育職員の旅費に関する条例 

   施行期日  令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １０ 品川区立児童センター条例の一部を改正する条例 

 

   概  要  東五反田児童センターの所在地を変更する。 

〔現 行〕 品川区東五反田五丁目２４番１号 

    〔改正後〕 品川区西五反田六丁目６番１８号 

   施行期日  令和８年７月２１日 
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 １１ 品川区子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例 

 

   概  要  品川区子ども家庭支援センターおよび品川区地域子

ども家庭支援センター荏原の位置を変更する。 

    ⑴ 品川区子ども家庭支援センター 

     〔現 行〕 品川区二葉一丁目７番１５号 

     〔改正後〕 品川区広町二丁目１番３６号 

    ⑵ 品川区地域子ども家庭支援センター荏原 

     〔現 行〕 品川区西五反田六丁目６番６号 

     〔改正後〕 品川区荏原二丁目９番６号 

   施行期日  品川区子ども家庭支援センターに係る改正規定は令

和８年４月２７日、品川区地域子ども家庭支援センタ

ー荏原に係る改正規定は同年５月７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １２ 品川区立保育所条例の一部を改正する条例 

 

   概  要  公私連携型保育所へ移行するため三ツ木保育園を廃

止するほか、東五反田保育園の所在地を変更する。 

〔東五反田保育園〕 

     現 行 品川区東五反田五丁目２４番１号 

     改正後 品川区西五反田六丁目６番１８号 

   施行期日  三ツ木保育園の廃止に係る改正規定は令和８年４月

１日、東五反田保育園の所在地変更に係る改正規定は

同年７月２１日 
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 １３ 品川区乳児等通園支援事業の設備および運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例 

 

   概  要  「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準」

が改正されたことに伴い、規定を整備する。 

   施行期日  令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １４ 品川区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例 

 

   概   要  「こども誰でも通園制度」の創設により、子ども・

子育て支援法が改正されたことに伴い、特定乳児等通

園支援事業の運営に関する基準を定める。 

   施行期日  令和８年４月１日 
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 １５ 品川区立地域密着型多機能ホームおよび品川区立認知症高齢者

グループホーム条例の一部を改正する条例 

 

   概  要  新たな地域密着型多機能ホームを設置する。 

    〔名 称〕 品川区立小山台地域密着型多機能ホーム 

    〔所在地〕 品川区小山台二丁目４番９号 

    〔提供するサービス〕 

     ⑴ 小規模多機能型居宅介護 

     ⑵ 認知症対応型共同生活介護 

     ⑶ 介護予防小規模多機能型居宅介護 

     ⑷ 介護予防認知症対応型共同生活介護 

   施行期日  令和１０年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 品川区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例 

 

   概  要  新たな特別養護老人ホームを設置する。 

    〔名 称〕 品川区立小山台特別養護老人ホーム 

    〔所在地〕 品川区小山台二丁目４番５号 

    〔提供するサービス〕 

     ⑴ 介護福祉施設サービス 

     ⑵ 短期入所生活介護 

   施行期日  令和１０年４月１日 
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１７ 品川区立知的障害者福祉施設条例の一部を改正する条例 

 

   概  要  新たな知的障害者福祉施設を設置するほか、規定を

整備する。 

    〔名 称〕 品川区立小山台福祉園 

    〔所在地〕 品川区小山台二丁目５番１３号 

    〔提供するサービス〕 

     ⑴ 生活介護 

     ⑵ 就労継続支援 

   施行期日  令和１０年４月１日（規定整備に関する改正規定は、

公布の日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 品川区立大原児童発達支援センター条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  新たな児童発達支援センターを設置するほか、規定

を整備する。 

〔名 称〕 品川区立小山台児童発達支援センター 

〔所在地〕 品川区小山台二丁目５番１３号 

    〔事 業〕 

⑴ 児童発達支援 

⑵ 放課後等デイサービス 

⑶ 保育所等訪問支援 

⑷ 障害児相談支援事業 

⑸ 特定相談支援事業  など 

施行期日  令和１０年４月１日（規定整備に関する改正規定は、

公布の日） 
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１９ 品川区立心身障害者福祉会館条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律」が改正されたことに伴い、規定を整備

する。 

   施行期日  公布の日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０ 品川区立障害児者総合支援施設条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  「児童福祉法」および「障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律」が改正されたこ

とに伴い、規定を整備する。 

   施行期日  公布の日 
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２１ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例 

 

   概   要  「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律」が改正されたことに伴い、関係条例の

規定を整備する。 

    〔改正する条例〕 

     ⑴ 品川区立知的障害者グループホーム条例 

     ⑵ 品川介護福祉専門学校修学資金貸付条例 

     ⑶ 品川区立発達障害者支援施設条例 

   施行期日  公布の日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２ 品川区介護保険制度に関する条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  令和８年度における保険料率の算定に関する基準等

の特例を定める。 

   施行期日  令和８年４月１日 
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２３ 品川区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例 

 

概  要  アツミマンションの使用料を改める。 

〔現 行〕 月額７万２，０００円 

〔改正後〕 月額７万８，０００円 

  施行期日  令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４ 品川区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  地方税法が改正されたことに伴い、公示送達の方法

を見直す。 

   施行期日  「地方税法等の一部を改正する法律」附則第１条第

１２号に掲げる規定の施行の日またはこの条例の公布

の日のいずれか遅い日 
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２５ 品川区建築物不燃化促進助成条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  高齢者および障害者等が耐火建築物等を建築する際

の助成金を拡充する。 

   施行期日  令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６ 品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

   概  要  自転車を利用する場合における区営自転車等駐車場

の定期利用に係る使用料の上限額を改める。 

〔現 行〕 ２，５００円 

    〔改正後〕 ２，３００円 

施行期日  令和８年１０月１日 
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２７ 品川区立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災

害補償に関する条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の

公務災害補償の基準を定める政令」等が改正されたこ

とに伴い、介護補償の額および補償基礎額を改める。 

   施行期日  公布の日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２８ 学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  特別区人事委員会勧告等を踏まえ、条例の一部を改

正する。 

⑴ 統括副校長および副校長に係る給料表を改める。 

⑵ 管理職員特別勤務手当の支給対象時間等を見直す。 

⑶ 学校教育法が改正され、主務教諭の職が創設され

ることに伴い、規定を整備する。 

   施行期日  令和８年４月１日 
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２９ 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  管理職員特別勤務手当の支給対象時間等を見直す。 

   施行期日  令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０ 品川区議会議員および品川区長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  公職選挙法施行令が改正されたことを踏まえ、区議

会議員および区長の選挙運動に係るビラおよびポスタ

ーの作成の公費負担の単価を引き上げる。 

   施行期日  公布の日 
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契約議案 

 

 １ 電線共同溝等工事（競馬場通り）委託契約の変更について 

 

   ⑴ 契約金額の変更について 

    〔変更前〕  ４億１１９万８，９９７円 

    〔変更後〕  ６億１，７３９万３，２８９円 

   ⑵ 支出科目等の変更について 

    〔変更前〕  令和４年度 一般会計 

            土木費  道路橋梁費  道路橋梁費  委託料 

           令和５年度 債務負担行為 

           令和６年度 債務負担行為 

           令和７年度 債務負担行為 

    〔変更後〕  令和４年度 一般会計 

            土木費  道路橋梁費  道路橋梁費  委託料 

           令和５年度 債務負担行為 

           令和６年度 債務負担行為 

           令和７年度 債務負担行為 

           令和８年度 債務負担行為 

           令和９年度 債務負担行為 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ （仮称）勝島人道橋上部工整備工事請負契約の変更について 

 

   契約金額の変更について 

   〔変更前〕  ６億７，４４５万６，２００円 

   〔変更後〕  ７億７，３１４万９，３００円 
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 ３ 勝島地区雨水管整備工事請負契約の変更について 

 

   ⑴ 契約金額の変更について 

    〔変更前〕  ５億８，３３３万円 

    〔変更後〕  ８億３，７２４万３，０００円 

   ⑵ 支出科目等の変更について 

    〔変更前〕  令和６年度 一般会計 

            土木費  河川費  河川下水道費  工事請負費 

           令和７年度 債務負担行為 

           令和８年度 債務負担行為 

    〔変更後〕  令和６年度 一般会計 

            土木費  河川費  河川下水道費  工事請負費 

           令和７年度 債務負担行為 

           令和８年度 債務負担行為 

           令和９年度 債務負担行為 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 第二戸越幹線整備工事（取水および空気抜き設備等整備）請負契

約の変更について 

 

   契約金額の変更について 

   〔変更前〕  ２２億７，０１８万円 

   〔変更後〕  ２４億２，５２３万６，０００円 
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 ５ 鈴ケ森小学校校舎改築工事請負契約 

 

   契 約 の 方 法  制限付き一般競争入札による契約 

   契 約 金 額  ７６億８，６８０万円 

   契約の相手方  鴻池・大洋・小坂建設共同企業体 

   工    期  契約締結の日の翌日～令和１３年１２月１９日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６ 源氏前小学校改築工事請負契約の変更について 

 

   契約金額の変更について 

   〔変更前〕  ６１億３，２２３万５，１２０円 

   〔変更後〕  ６２億９，３５７万３，０００円 
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事件議案 

 

 １ 専決処分の承認を求めることについて 

 

   令和７年度品川区一般会計補正予算 

  ⑴ 歳入歳出予算補正額        ２８７，２６５千円追加 

   （補正後の歳入歳出予算額  ２４１，８０３，４８０千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 遺贈の放棄について 

 

   遺贈を放棄する。 

 

   遺贈の対象となる財産 

    ⑴ 建  物 

       所  在  品川区内 

       構  造  木造スレート葺 地上２階建 

       延床面積  １３２.０３平方メートル 

    ⑵ 土  地 

所  在  品川区内 

       地  目  宅地 

       地  積  １７５.５１平方メートル 

遺贈の放棄の理由 遺言者の遺志に応えて活用することが困難で

あるため。 
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３ 指定管理者の指定について 

 

   公の施設の管理を行わせるため、指定管理者を指定する。 

 

   施設の名称  品川区立障害児者総合支援施設 

   指定管理者  社会福祉法人福栄会 

   指 定 期 間  令和９年４月１日～令和１４年３月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

   保険料の軽減措置を延長するため、関係区市町村の負担金を新た

に定めることから、東京都後期高齢者医療広域連合の規約を変更す

る。 
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５ 専決処分の承認を求めることについて 

 

   区民住宅の明渡し等を請求する民事訴訟の提起について 

 

   概  要  区民住宅の明渡しおよび未払使用料等の支払を請求

する民事訴訟の提起について、令和７年１２月２５日

に専決処分した。 

   訴訟内容 

    ⑴ 訴訟当事者 

      原告 品川区 

      被告 ファミーユ西五反田東館居住者 

         連帯保証人 

    ⑵ 訴訟の目的の価額 

      ７２９万７，５２７円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算議案 

 

 １ 令和７年度品川区一般会計補正予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算補正額     １０，２２７，６０９千円追加 

   （補正後の歳入歳出予算額  ２５２，０３１，０８９千円） 

  ⑵ 繰越明許費            ２件 

  ⑶ 債務負担行為補正件数   追加  ６件  
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 ２ 令和７年度品川区国民健康保険事業会計補正予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算補正額      １，５６２，０９９千円追加 

   （補正後の歳入歳出予算額   ３５，９４６，６１４千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 令和７年度品川区後期高齢者医療特別会計補正予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算補正額        ３２１，８４４千円追加 

   （補正後の歳入歳出予算額   １１，３２２，０８１千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 令和７年度品川区介護保険特別会計補正予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算補正額      １，０４６，５１３千円追加 

   （補正後の歳入歳出予算額   ２９，１５７，０７３千円） 
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 ５ 令和８年度品川区一般会計予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算額      ２３６，９１４，０００千円 

  ⑵ 債務負担行為    ４０件 

  ⑶ 一時借入金     最高額 ５０億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６ 令和８年度品川区国民健康保険事業会計予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算額       ３４，８４８，７９５千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ 令和８年度品川区後期高齢者医療特別会計予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算額       １１，９３７，２０８千円 
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 ８ 令和８年度品川区介護保険特別会計予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算額       ２９，０９３，２４９千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ９ 令和８年度品川区災害復旧特別会計予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算額        １，５００，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報  告 

 

 １ 専決処分の報告について 

 

    損害賠償額の決定について 

   件 名  庁有車運行中に起きた乗用車への接触事故 
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 ２ 専決処分の報告について 

 

    損害賠償額の決定について 

   件 名  庁有車運行中に起きた雨どいの破損事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 専決処分の報告について 

 

    訴えの提起について 

   事件名  建物明渡等請求事件 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 専決処分の報告について 

 

    損害賠償額の決定について 

   件 名  庁有車運行中に起きた塀の破損事故 
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 ５ 専決処分の報告について 

 

    損害賠償額の決定について 

   件 名  庁有車運行中に起きた門扉の破損事故 

 

 

 


